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姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
第
三
十
七
回
協
議

会
が
七
月
二
十
一
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
多
目

的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、
諸
般
の

報
告
の
ほ
か
、「
霧
島
市
市
章
検
討
小
委
員
会
」の
協
議

経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
や
、「
合
併
ま
で
に
調

整
す
る
」と
さ
れ
て
い
た
事
務
事
業
等
の
取
扱
い
に
か
か

る
具
体
的
調
整
内
容
の
報
告
が
八
件
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
霧
島
市
消
防
局
の
組
織（
案
）、
新
市（
霧
島

市
）職
員
採
用
試
験
案
内
及
び
各
市
町
の
閉
市
町
式
の

日
程
等
に
つ
い
て
の
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。

【
報
告
事
項
】

○
報
告
第
二
十
二
号
―
二
　
霧
島
市
市
章
検
討
小
委
員
会

の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
号
―
①
　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
一
号
―
①
　
保
健
衛
生
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

○
報
告
第
三
十
二
号
―
①
　
障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
三
号
―
①
　
高
齢
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
四
号
　
児
童
福
祉
事
業【
児
童
福
祉
】の
取

扱
い
に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
五
号
　
児
童
福
祉
事
業【
保
育
所
】の
取
扱

い
に
つ
い
て

○
報
告
第
三
十
六
号
　
社
会
福
祉
協
議
会
関
係
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

○

報
告
第
三
十
七
号
―
①
　
そ
の
他
事
業【
選
挙
管
理
委

員
会
関
係
事
務（
開
票
区
）】の
取
扱
い
に
つ
い
て

第
三
十
七
回
協
議
会
内
容

新市のまちづくり支援制度について検討している「コミュニティ検討委員会」の模様です。

写真右上は、あいさつを行う「松枝コミュニティ検討委員会委員長」です。
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第
三
十
七
回
協
議
会

【
報
告
事
項
】

○
報
告
第
二
十
二
号
―
二
　
霧
島
市
市
章
検
討

小
委
員
会
の
協
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い

て新
市
の
市
章
募
集
の
集
計
結
果
、
市
章

検
討
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
一
次
選
考
及

び
市
章
検
討
小
委
員
会
に
よ
る
二
次
選
考

の
結
果
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

市
章
募
集
集
計
結
果

市
章
検
討
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
一
次
選

考
結
果

六
月
二
十
八
日
に
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ

ー
多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
三
名
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
に
よ
る
応
募
作
品
の
一
次
選
考
が
行

わ
れ
、
有
効
件
数
二
〇
七
三
点
の
中
か
ら
、

市
章
候
補
四
十
九
点
に
絞
り
込
ま
れ
ま
し

た
。

市
章
検
討
小
委
員
会
に
よ
る
二
次
選
考
結

果
七
月
八
日
に
第
二
回
検
討
小
委
員
会
を

開
催
し
、
一
次
選
考
で
絞
り
込
ま
れ
た
四
九

点
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
十
六
点
に
絞
り
込
ま

れ
た
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
、
更
に
協
議
を
お
こ
な
い
、
小
委
員

会
と
し
て
三
次
選
考
で
五
点
ま
で
絞
り
込

む
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

○
報
告
第
三
十
号
―
①
　
国
民
健
康
保
険
事
業

の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
21
）で
合
併
ま
で
に
調
整
す
る

と
し
て
い
た
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

【
人
間
ド
ッ
ク
等
事
業
内
容
の
統
一
】

一
　
平
成
十
七
年
度
は
、
各
市
町
の
事
業
内

容
と
助
成
額
と
す
る
。

二
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
、
事
業
内
容
を

統
一
す
る
。
一
般
コ
ー
ス
と
女
性
コ
ー
ス

に
分
け
、
一
般
コ
ー
ス
二
万
五
千
円
、
女

性
コ
ー
ス
二
万
七
千
円
を
助
成
す
る
。

三
　
助
成
は
、
指
定
医
療
機
関【
厚
生
連
病

院
、
霧
島
市
立
医
師
会
医
療
セ
ン
タ
ー

（
仮
称
）】で
受
診
し
た
も
の
を
助
成
す
る
。

○
報
告
第
三
十
一
号
―
①
　
保
健
衛
生
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
９
）で
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
と
し
て
い
た
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

【
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
】

一
　
一
歳
未
満
児
の
医
療
費
は
国
分
市
・
隼

人
町
の
例
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
一
月

診
療
分
よ
り
全
額
助
成
す
る
。
た
だ
し
、

平
成
十
七
年
十
月
診
療
分
以
前
の
助
成

に
つ
い
て
は
、
合
併
前
の
市
町
の
助
成
基

準
に
従
い
助
成
す
る
。

二
　
支
払
の
回
数
は
月
二
回（
一
〜
十
五
日

ま
で
の
申
請
分
と
十
六
日
〜
月
末
ま
で
の

申
請
分
で
支
給
日
を
分
け
る
）と
す
る
。

【
結
核
予
防
事
業
】

一
　
結
核
定
期
健
康
診
断
に
つ
い
て

結
核
予
防
法
に
よ
り
、
対
象
者
は
六
十

五
歳
以
上
と
す
る
。
現
行
ど
お
り
巡
回
検

診
を
実
施
す
る
。
平
成
十
七
年
十
一
月

七
日
か
ら
肺
が
ん
検
診
を
合
わ
せ
て
実

施（
無
料
）し
、
実
施
の
時
期
や
場
所
に
つ

い
て
は
総
合
支
所
ご
と
に
設
定
す
る
。

二

Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
に
つ
い
て

結
核
予
防
法
に
よ
り
対
象
者
は
六
ヶ

月
未
満
の
乳
児
と
す
る
。
姶
良
郡
医
師
会

と
協
議
し
、
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日
か

ら
個
別
接
種
へ
移
行
す
る
。

【
予
防
接
種
事
業
】

一
　
乳
幼
児
の
予
防
接
種
は
姶
良
郡
医
師

会
と
協
議
し
、
平
成
十
七
年
十
一
月
七

日
か
ら
個
別
接
種
へ
移
行
す
る
。
な
お
ポ

リ
オ
は
現
行
の
ま
ま
集
団
接
種
と
す
る
。

二
　
接
種
期
間
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
と

協
議
し
、
通
年
又
は
期
間
限
定
と
す
る
。

学
校
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
平
成
十
七

年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
個
別
接
種

の
方
向
で
姶
良
郡
医
師
会
と
協
議
･
調

整
す
る
。

【
集
団
歯
科
健
診
】

一
　
二
歳
児
歯
科
健
診
を
現
行
の
と
お
り

実
施
す
る
。
健
診
受
診
場
所
は
原
則
居

住
し
て
い
る
総
合
支
所
と
す
る
が
、
他
の

総
合
支
所
で
も
受
診
可
能
と
す
る
。

二
　
二
歳
児
歯
科
健
診
の
対
象
年
齢
は
二

姶良中央地区 
国分市 
溝辺町 
横川町 
牧園町 
霧島町 
隼人町 
福山町 

鹿児島県内 
（姶良中央地区除く） 
他都道府県　計 
北海道・東北 
関東 
北信越 
東海 
近畿 
中･四国 
九州 

（鹿児島県除く） 
合　計 

1,824 
1,137 
50 
30 
55 
115 
353 
84 

403 
 

696 
67 
215 
26 
80 
156 
40 

112 
 

2,923

応募総数 
有効件数 
無効件数 

2,923 
2,073 
850

19歳以下 
20～29歳 
30～39歳 
40～49歳 
50～59歳 
60～69歳 
70歳以上 
不　　明 

1,197 
238 
218 
345 
343 
301 
131 
150

 

●地区別応募件数 

●応募件数 ●年齢別応募状況 



3

姶良中央地区

歳
二
〜
三
ヶ
月
を
基
本
と
す
る
。
検
診
内

容
に
つ
い
て
は
問
診
票
、
保
健
指
導
な
ど

を
統
一
す
る
。

【
そ
の
他
検
診
・
各
種
が
ん
検
診
・
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
検
診
】

一
　
平
成
十
七
年
度
は
現
行
の
と
お
り
実

施
す
る
。

二
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
霧
島
市
総
合
健

診（
三
十
・
四
十
・
五
十
・
六
十
・
七
十
歳
）

を
実
施
し
、
基
本
健
康
診
査
・
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
診
・
胃
が
ん
検
診
・
大
腸
が
ん
検

診
・
腹
部
超
音
波
検
診
・
前
立
腺
が
ん
検

診
・
歯
周
病
検
診
を
同
時
に
無
料
で
実
施

す
る
。

三
　
五
年
毎
に
お
こ
な
う
健
診
対
象
者
調

査
を
も
と
に
登
録
制
を
取
り
入
れ
る
。

（
調
査
は
平
成
十
八
年
度
に
一
回
目
を
実

施
。）

四
　
健
診（
検
診
）の
形
態
は
別
表
１
の
と

お
り
と
す
る
。

五
　
健
診（
検
診
）の
個
人
負
担
金
は
別
表

２
の
と
お
り
と
す
る
。

【
基
本
健
康
診
査（
セ
ッ
ト
健
診
を
含
む
）】

一
　
平
成
十
七
年
度
は
現
行
の
と
お
り
実

施
す
る
。

二
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
霧
島
市
総
合
健

診（
三
十
・
四
十
・
五
十
・
六
十
・
七
十
歳
）

を
実
施
し
、
基
本
健
康
診
査
、
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
診
・
胃
が
ん
検
診
・
大
腸
が
ん
検

診
・
腹
部
超
音
波
検
診
・
前
立
腺
が
ん
検

診
・
歯
周
病
検
診
を
同
時
に
無
料
で
実
施

す
る
。

三
　
七
十
一
歳
以
上
の
基
本
健
康
診
査
は
、

姶
良
郡
医
師
会
と
協
議
調
整
し
、
平
成

十
八
年
度
か
ら
医
療
機
関
委
託
個
別
方

式
と
す
る
。

四
　
五
年
毎
に
お
こ
な
う
健
診
対
象
者
調

査
を
も
と
に
登
録
制
を
取
り
入
れ
る
。

（
調
査
は
平
成
十
八
年
度
に
一
回
目
を
実

施
。）

五
　
健
診（
検
診
）の
形
態
は
別
表
１
の
と

お
り
と
す
る
。

六
　
健
診（
検
診
）の
個
人
負
担
金
は
別
表

２
の
と
お
り
と
す
る
。

○
報
告
第
三
十
二
号
―
①
　
障
害
者
福
祉
事
業

の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
11
）で
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
と
し
て
い
た
障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。

【
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
事
業
】

一
　
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
請
求
に
伴

う
医
療
機
関
証
明
書
の
手
数
料
助
成
は

一
件
五
十
円
を
上
限
と
す
る
。

二
　
実
施
時
期
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月

七
日
か
ら
と
す
る
。

【
特
別
障
害
者
手
当
等
、
各
種
障
害
者
手

当
】

一
　
単
独
福
祉
手
当
は
一
万
円
と
す
る
。

基
準
日
を
十
月
一
日
と
し
、
平
成
十
七
年

度
は
国
分
市
の
み
が
該
当
と
な
る
。

二
　
特
別
障
害
者
手
当
等
受
給
者
に
つ
い
て

は
、
単
独
福
祉
手
当
を
支
給
し
な
い
。

三
　
実
施
時
期
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
と

す
る
。

【
障
害
者
共
同
作
業
所
】

一
　
各
作
業
所
へ
の
単
独
補
助
は
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
溝
辺
町
あ
い
ご

園
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
を
目
途

に
小
規
模
通
所
授
産
施
設
運
営
費
補
助

事
業
へ
移
行
す
る
。

【
民
生
児
童
委
員
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
】

一
　
新
た
な
組
織
の
名
称
は「
霧
島
市
民
生

委
員
児
童
委
員
協
議
会
連
合
会
」と
す

る
。

二
　
現
在
の
任
期（
平
成
十
九
年
十
一
月
三

十
日
）ま
で
は
現
行
組
織
、
現
行
補
助
金

の
と
お
り
と
す
る
。

【
法
外
援
護
災
害
救
助
事
業
】

一
　
制
度
は
国
分
市
・
隼
人
町
の
例
に
よ
り

別
表
３
の
と
お
り
調
整
し
た
。

○
報
告
第
三
十
三
号
―
①
　
高
齢
者
福
祉
事
業

の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
12
）で
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
と
し
て
い
た
高
齢
者
福
祉
事
業
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。

【
温
泉
保
養
券
・
鍼
灸
ア
ン
マ
施
術
料
助
成
】

一
　
対
象
者
は
、
新
市
に
居
住
す
る
満
七
十

歳
以
上
の
者
及
び
身
障
・
療
育
・
精
神
手

帳
保
持
者
。（
た
だ
し
、
月
の
途
中
か
ら
七

十
歳
以
上
に
達
し
た
と
き
は
、
誕
生
日
の

属
す
る
月
か
ら
と
す
る
。）

二
　
助
成
額（
枚
数
等
）は
、
は
り
・
き
ゅ
う

施
術
料
は
、
一
年
に
十
二
枚（
一
枚
五
百

円
）と
し
、
温
泉
保
養
券
も
一
年
に
十
二

枚（
一
枚
百
五
十
円
）と
す
る
。

三
　
申
請
方
法
は
、
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
料

受
診
券
及
び
温
泉
保
養
券
交
付
申
請
書

で
の
申
請
を
受
け
、
券
の
発
行
を
行
う
。

四
　
交
付
の
時
期
は
、
特
に
定
め
な
い
。

五

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
平
成
十
八
年

四
月
一
日
と
す
る
。

【
金
婚
式
に
関
す
る
こ
と
】

一
　
金
婚
式
は
、
霧
島
市
社
会
福
祉
協
議

会
で
実
施
す
る
。

二
　
実
施
場
所
は
、
中
心
地
で
一
回
開
催
。

三
　
補
助
単
価
は
一
組
九
千
円
程
度
を
見

込
む
。

四

ひ
と
り
金
婚
式
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
。

五
　
実
施
時
期
は
平
成
十
八
年
度
よ
り
行

う
。

【
長
寿
者
褒
章（
敬
老
金
）】

一
　
支
給
年
齢
に
つ
い
て
は
、
節
目
支
給
等

と
す
る
。
満
八
十
歳
、
満
八
十
八
歳
、
満

九
十
五
歳
及
び
満
百
歳
以
上
の
者
に
支

給
す
る
。

二
　
支
給
額
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。
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満
八
十
歳
の
者
　
　
六
千
円

満
八
十
八
歳
の
者
　
一
万
円

満
九
十
五
歳
の
者
　
三
万
円

満
百
歳
以
上
の
者
　
十
万
円

【
寝
具
等
洗
濯
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス
】

一
　
目
的

在
宅
ね
た
き
り
高
齢
者
等
が
使
用
す

る
日
常
的
に
欠
か
せ
な
い
寝
具
を
洗
濯
、

乾
燥
又
は
消
毒
す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
潔

で
快
適
な
生
活
が
過
ご
せ
る
よ
う
支
援

す
る
と
と
も
に
介
護
者
の
負
担
の
軽
減
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
対
象
者

対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な
概
ね
六

十
五
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
　

（
２
）老
衰
、
心
身
の
障
害
及
び
傷
病
等
の
理

由
に
よ
り
臥
床
し
て
い
る
概
ね
六
十
五
歳

以
上
の
高
齢
者

（
３
）重
度
の
身
体
障
害
の
た
め
に
臥
床
し
て

い
る
身
体
障
害
者（
児
）と
す
る

三

ケ
ア
会
議
の
充
実
及
び
決
定

洗
濯
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
要
否
に
つ
い
て

は
、
必
要
に
応
じ
申
請
者
の
ほ
か
対
象
者

及
び
対
象
者
世
帯
の
状
況
を
調
査
す
る

と
と
も
に
、
公
平
な
判
定
の
た
め
に
ケ
ア

会
議
を
開
催
し
総
合
的
に
勘
案
し
て
決

定
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
委
託
単
価
・
利
用
者
負
担
金

委
託
単
価
は
県
の
参
考
単
価
以
内
と

し
、
利
用
者
負
担
金
は
一
割
と
す
る
。

五
　
委
託
先

社
会
福
祉
協
議
会
を
委
託
先
と
す
る
。

六
　
実
施
時
期

サ
ー
ビ
ス
の
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

【
介
護
予
防
教
室（
転
倒
骨
折
予
防
教
室
）】

一
　
事
業
目
的

高
齢
者
が
で
き
る
だ
け
要
介
護
状
態
に

な
ら
な
い
で
、
健
康
で
い
き
い
き
と
し
た
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
介
護
予

防
教
室（
転
倒
骨
折
予
防
教
室
）を
開
催

す
る
。

二
　
対
象
者

自
立
、
要
支
援
の
者

三
　
委
託
先

社
会
福
祉
法
人
等（
社
会
福
祉
協
議
会

を
含
む
）に
委
託
す
る
。

四

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

【
生
活
支
援
型
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事

業
】

一
　
対
象
者
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

で
、
ケ
ア
会
議
で
必
要
と
判
断
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

二
　
委
託
単
価
を
七
百
二
十
円
と
す
る
。

利
用
料
八
十
円
は
、
委
託
先
で
徴
収
す

る
。

三
　
利
用
回
数
が
県
の
要
綱
等
で
定
め
ら

れ
て
い
な
い
た
め
ケ
ア
会
議
の
中
で
検
討
。

基
本
的
に
は
月
四
回（「
食
」の
自
立
支
援

事
業
と
の
関
係
）と
し
、
他
の
福
祉
サ
ー
ビ

ス
と
総
合
的
に
調
整
す
る
。

四
　
社
会
福
祉
協
議
会
等
を
委
託
先
と
す

る
。

五

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

【「
食
の
自
立
」支
援
事
業（
老
人
給
食
）】

一
　
在
宅
の
高
齢
者
等
が
健
康
で
自
立
し

た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
配

食
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他「
食
」に
関
わ
る
サ
ー

ビ
ス
を
、「
食
」自
立
の
観
点
か
ら
組
み
合

わ
せ
て
提
供
す
る
と
と
も
に
、
安
否
の
確

認
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
宅
福
祉
の

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
概
ね
六
十
五
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し

の
世
帯
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
。
障
害

者（
身
障
･
知
的
･
精
神
）の
み
の
世
帯
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
。

※
精
神
障
害
者
と
知
的
障
害
者
は
補

助
要
件
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
市
単
独

事
業
で
配
食
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
申
込
先
は
、
本
庁
及
び
各
総
合
支
所
。

四
　
利
用
に
際
し
て
の
手
続
き
は
、
申
請→

実
態
調
査→

協
議（
ケ
ア
会
議
）→

決
定

（
福
祉
事
務
所
）の
順
に
行
う
。

五
　
委
託
単
価
は
、
五
百
三
十
円
。
利
用
料

三
百
円
は
、
委
託
先
が
徴
収
す
る
。

（
徴
収
方
法
　
口
座
振
込
み
、
口
座
引
き

落
と
し
）

六
　
委
託
先
は
、
当
面
の
間
、
社
会
福
祉
協

議
会
と
す
る
。

七

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
平
成
十
八
年

四
月
一
日
と
す
る
。

参考単価 

2,200円 

4,200円 

10,000円 

利用者負担 

220円 

420円 

1,000円 

サービス内容 

乾燥消毒 

乾燥消毒 
＋ 

汚れ落とし 

寝具水洗い 

国分市 

溝辺町 

横川町 

牧園町 

霧島町 

隼人町 

福山町 

現在の委託先 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会 

年間配食数 

111,820食 

10,930食 

29,850食 

34,790食 

19,660食 

137,300食 

55,140食 

399,490食 

必要経費 

59,265千円 

5,794千円 

15,821千円 

18,439千円 

10,420千円 

72,769千円 

29,225千円 

211,733千円 計 

■現在の状況 
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姶良中央地区

【
生
き
が
い
対
応
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
】

一
　
事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
県

要
綱
に
準
じ
た
実
施
方
法
で
行
な
う
。

二
　
利
用
料
は
、
三
百
円
／
回
と
し
、
委
託

先
が
徴
収
す
る
。
食
事
代
は
実
費
負
担
。

三
　
委
託
単
価
は
、
二
千
二
百
円
／
人
と

す
る
。

四
　
利
用
回
数
は
、
週
一
回
を
原
則
と
し
、

ケ
ー
ス
に
応
じ
て
増
や
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

五
　
委
託
先
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
委
託
先

を
継
続
す
る
。

六
　
申
請
手
続
き
は
本
庁
及
び
各
総
合
支

所
。

七

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

【
生
活
管
理
指
導
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事

業
】

一
　
利
用
者
の
意
向
を
踏
ま
え
実
施
可
能

な
施
設
と
委
託
す
る
。

二
　
委
託
料
は
三
千
四
百
二
十
九
円
と
す

る
。
県
の
要
綱
に
準
じ
た
額（
三
千
八
百

十
円
／
日
）か
ら
委
託
料
の
一
割（
三
百

八
十
一
円
）を
控
除
し
た
額
。

三
　
利
用
料
は
各
市
町
ほ
と
ん
ど
同
額
で

あ
り
、
県
の
要
綱
に
準
じ
、
委
託
料
の
一

割
と
す
る
。（
利
用
料
三
百
八
十
一
円
は
、

委
託
先
の
徴
収
と
す
る
。）

四

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

【
家
族
介
護
教
室
】

十
五
年
度
は
国
分
市
の
み
が
実
施
し
た

が
、十
六
年
度
に
事
業
実
施
の
実
績
が
無
く
、

十
七
年
度
の
予
算
計
上
も
無
か
っ
た
。
実
施

要
望
が
あ
っ
た
と
き
内
容
を
検
討
す
る
。

【
家
族
介
護
者
交
流
事
業
】

一
　
目
的

在
宅
で
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族

が
、
介
護
者
相
互
の
交
流
会
に
参
加
す
る

な
ど
し
て
、
介
護
か
ら
一
時
的
に
解
放
さ

れ
、
心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
こ
と
に
よ

り
、
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
の
身

体
的
、
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と

も
に
、
要
介
護
高
齢
者
の
在
宅
生
活
の
継

続
、
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
利
用
対
象
者

在
宅
で
高
齢
者
を
現
に
介
護
し
て
い
る

家
族
と
す
る
。

三
　
決
定

介
護
者
の
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
図
る

た
め
に
、
実
態
を
よ
く
把
握
し
、
ケ
ア
会

議
等
で
決
定
す
る
。

四
　
委
託
先

社
会
福
祉
法
人
等（
社
会
福
祉
協
議
会

も
含
む
）を
委
託
先
と
す
る
が
、
他
の
機

関
で
の
実
施
も
可
能
と
す
る
。

五
　
実
施
回
数
に
つ
い
て
は
一
回
／
年
／
人

と
す
る
。

六

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

※
県
要
綱
に
従
い
実
施
す
る
。

【
緊
急
通
報
体
制
等
整
備
事
業
】

一

お
お
む
ね
六
十
五
歳
以
上
の
独
居
老

人
及
び
障
害
者（
身
障
･
知
的
･
精
神
）

通
報
先
は
三
箇
所
ま
で
登
録
が
可
能

で
あ
る
が
、
通
報
先
の
同
意
が
必
要
で
あ

る
。

二

Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
実
施
し
て
い
る
緊
急
通
報
装

置
レ
ン
タ
ル
事
業
を
活
用
す
る
。
取
付
料

金
の
み
市
が
負
担
す
る
。

レ
ン
タ
ル
料
金

緊
急
通
報
装
置

百
八
十
円
／
月

ワ
イ
ヤ
レ
ス
リ
モ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ二

百
円
／
月

※
ワ
イ
ヤ
レ
ス
リ
モ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
は
オ
プ

シ
ョ
ン
扱
い

三
　
申
請
書（
通
報
先
の
同
意
印
、
民
生
委

員
に
よ
る
証
明
印
を
含
む
）の
提
出
後
、

利
用
者
に
決
定
通
知
を
出
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に

申
請
書
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
す
る
。
工
事
段
取
り
、

そ
の
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
関
し
て
は
、
利

用
者
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
間
で
解
決
を
図
る
。

四
　
取
付
料
金（
四
千
七
百
二
十
五
円
）は

全
額
、
市
が
負
担
し
、
利
用
者
負
担
は
な

し
。
た
だ
し
、
月
々
の
基
本
料
金
及
び
通

話
料
金
、
撤
去
料
金（
二
千
円
）は
利
用
者

負
担
と
す
る
。

五

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

※
合
併
ま
で
の
他
の
業
者
か
ら
の
備
品
購

入
分
に
つ
い
て
は
保
守
契
約
を
継
続
す
る
。

【
福
祉
手
当
】

一
　
給
付
額
に
つ
い
て
は
、
三
千
円
／
月
と

す
る
。
た
だ
し
、
六
ヶ
月
以
上
の
在
宅
介

護
を
し
た
者
に
限
る
。

二

サ
ー
ビ
ス
開
始
時
期
は
合
併
時
と
す

る
。

※
国
分
市
の
要
綱
に
準
じ
て
調
整（
支
給

対
象
者
）。
支
給
開
始
は
申
請
の
あ
っ
た

月
か
ら
と
す
る
。
手
当
は
毎
年
度
、
四
月

か
ら
九
月
を
上
期
、
十
月
か
ら
三
月
を

下
期
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
九
月
と
三
月
に

ま
と
め
て
支
給
す
る
。

○
報
告
第
三
十
四
号
　
児
童
福
祉
事
業【
児
童

福
祉
】の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
13
―
①
）で
合
併
ま
で
に

調
整
す
る
と
し
て
い
た
児
童
福
祉
事
業【
児

童
福
祉
】に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

【
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
協
議
会
活
動
補
助
事

業
の
補
助
金
等
】

一
　
母
子
寡
婦
福
祉
協
議
会
の
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り
補
助
基
準
を

設
け
補
助
す
る
。

■母子寡婦福祉協議会補助金 

補助対象経費 

補助基準額 

会議費、報酬、役員手当、 
旅費、日当、消耗品費、 
通信費、負担金、活動費、 
研修費 

上記対象経費から会費、 
社会福祉協議会補助金、 
繰入金、繰越金を控除した 
額とする。 
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【
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業
の
所

得
制
限
以
上
の
世
帯
】

一
　
現
行
溝
辺
町
の
と
お
り
、
所
得
制
限
以

上
の
世
帯
も
給
付
対
象
と
す
る
。

二
　
実
施
時
期
は
、
合
併
時
と
す
る
。

【
児
童
養
育
手
当
等
助
成
事
業
】

一
　
出
生
祝
金
は
、
第
三
子
以
降
出
生
子
に

つ
き
十
万
円
支
給
す
る
。

二
　
支
給
の
開
始
時
期
は
、
平
成
十
七
年
十

一
月
七
日
と
す
る
。

三
　
父
子
手
当
、
児
童
福
祉
手
当
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
七
年
度
中
、
現
行
の
と
お
り

と
す
る
。
た
だ
し
、
父
子
手
当
、
児
童
福

祉
手
当
共
に
制
度
そ
の
も
の
が
古
く
、
児

童
手
当
等
の
制
度
が
整
備
・
充
実
さ
れ
て

き
た
経
緯
な
ど
を
踏
ま
え
総
合
的
に
判

断
し
て
、
平
成
十
八
年
四
月
よ
り
廃
止
す

る
。

【
家
庭
児
童
相
談
室
設
置
事
業
】

一
　
相
談
員
は
本
庁
に
配
置
す
る
。

二
　
各
総
合
支
所
の
相
談
事
業
に
つ
い
て
は
、

相
談
員
が
出
向
き
実
施
す
る
。

三
　
事
業
実
施
に
伴
い
人
員
の
配
置
増
が

必
要
と
な
る
。

○
報
告
第
三
十
五
号
　
児
童
福
祉
事
業【
保
育

所
】の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
13
―
②
）で
合
併
ま
で
に

調
整
す
る
と
し
て
い
た
児
童
福
祉
事
業【
保

育
所
】に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ

な
わ
れ
ま
し
た
。

【
公
立
保
育
所
運
営
事
業
】

一
　
通
常
保
育
の
開
所
及
び
閉
所
時
間
は
、

新
市
に
お
い
て
職
員
の
勤
務
時
間
と
統
一

す
る
。

【
保
育
料
の
減
免
制
度
】

一
　
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
、

平
成
十
八
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。
平
成
十
九
年
度
に
統
一
す
る
。

二
　
減
免
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
国
分
市

の
減
免
基
準（
別
表
４
）の
と
お
り
と
す

る
。

三
　
実
施
時
期
は
、
合
併
時
と
す
る
。

【
特
別
保
育
事
業（
延
長
保
育
促
進
事
業
）】

一
　
公
立
保
育
所
で
の
利
用
料
は
、
一
人
一

日
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
活
保
護
世

帯
は
無
料
と
す
る
。
月
の
限
度
額
に
つ
い

て
は
、
非
課
税
世
帯
の
場
合
四
百
円
、
課

税
世
帯
の
場
合
二
千
五
百
円
と
す
る
。

【
特
別
保
育
事
業（
一
時
保
育
促
進
事
業
）】

一
　
公
立
保
育
所
で
の
利
用
料
は
、
一
人
一

日
千
二
百
円
、
半
日
六
百
円
と
す
る
。
給

食
代
は
一
日
二
百
円
、
お
や
つ
代
は
一
回

百
円
と
す
る
。
お
や
つ
に
つ
い
て
は
、
三
歳

以
上
児
は
午
後
に
一
回
、
三
才
未
満
児

は
午
前
、
午
後
一
回
ず
つ
と
す
る
。

○
報
告
第
三
十
六
号
　
社
会
福
祉
協
議
会
関
係

事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
24
）で
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
と
し
て
い
た
社
会
福
祉
協
議
会
関
係
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。

【
社
会
福
祉
大
会
の
開
催
内
容
、
運
営
方
法

等
】

一
　
社
会
福
祉
協
議
会
主
催
と
し
、
新
市
で

一
回
の
開
催
と
す
る
。
経
費
の
１
／
２
以

内
の
補
助
金
を
支
出
す
る
。

【
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
運
営
委
託

料
等
】

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
委
託
事
業
で
は

平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
人
員
配
置
を
超

え
な
い
範
囲
で
、
職
員
一
名
以
内
嘱
託
二
名

以
内
を
雇
用
す
る
こ
と
と
し
て
、
委
託
料
に

算
入
す
る
。
ま
た
施
設
設
備
の
維
持
管
理
等

に
要
す
る
物
件
費
は
別
途
そ
の
所
要
額
を

算
定
し
、
委
託
料
に
算
入
す
る
。
な
お
、
人

件
費
は
霧
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
給
与

等
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
新
し
い
基

準
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

【
福
祉
活
動
専
門
員
設
置
事
業
の
補
助
金
】

社
会
福
祉
協
議
会
運
営
補
助
金
と
し
て

統
合
す
る
。

【
温
泉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
の
運
営
方

法
等
】

霧
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
委
託
す
る

こ
と
と
し
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
委
託

事
業
と
同
様
と
す
る
。
な
お
、
霧
島
町
の
温

泉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
委
託
に
つ
い
て
は
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

【
社
会
福
祉
協
議
会
運
営
補
助
の
補
助
金
、

運
営
方
法
等
】

社
会
福
祉
協
議
会
運
営
補
助
金
で
事
務

局
長（
支
所
長
）、
福
祉
活
動
専
門
員
、
事
務

職
員
一
名
の
人
件
費
を
補
助
す
る
も
の
と

す
る
。

事
務
局
長
（
支
所
長
）に
つ
い
て
は
国
分

市
、
横
川
町
の
例
に
な
ら
い
退
職
再
雇
用

者
を
原
則
と
し
、
一
人
年
額
三
百
万
円
を

補
助
上
限
額
と
す
る
。

専
門
員
に
つ
い
て
は
、
兼
務
の
場
合
は
事

務
局
長
分
三
百
万
円
を
引
い
た
額
の
平
均
、

一
人
年
額
四
百
八
十
万
円
を
補
助
上
限
額

と
す
る
。

事
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
人
年
額
三
百

九
十
万
円
を
補
助
上
限
額
と
す
る
。

な
お
、
事
務
局
長（
支
所
長
）が
専
門
員
を

兼
ね
る
場
合
は
、
限
度
額
を
合
算
し
て
算
出

で
き
る
も
の
と
す
る
。
新
し
い
補
助
基
準
は

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

○
報
告
第
三
十
七
号
　
そ
の
他
事
業【
選
挙
管

理
委
員
会
関
係
事
務
（
開
票
区
）】の
取
扱
い

に
つ
い
て

協
定
項
目（
25
―
27
―
③
）で
合
併
ま
で
に

調
整
す
る
と
し
て
い
た
そ
の
他
事
業【
選
挙
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管
理
委
員
会
関
係
事
務（
開
票
区
）】に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。

【
開
票
区
】

一
　
合
併
後
最
初
の
市
議
会
議
員
・
市
長
選

挙
は
、
同
日
に
行
な
う
予
定
で
あ
る
。
最

初
の
市
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て
は
、
協

定
項
目
７（
議
会
議
員
選
挙
の
定
数
及
び

任
期
）で
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
決
定

し
て
い
る
た
め
、
公
職
選
挙
法
第
一
五
条

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
に
よ
り
選

挙
区
を
設
置
し
、
各
総
合
支
所
の
区
域
で

投
・
開
票
を
行
う
。
ま
た
、
最
初
の
市
長

選
挙
に
つ
い
て
も
公
職
選
挙
法
第
一
八
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
選
挙
管
理

委
員
会
と
協
議
を
し
、
各
総
合
支
所
の
区

域
で
開
票
区
を
設
置
す
る
。
以
後
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
一
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

二
　
開
票
事
務
体
制
に
つ
い
て
、
最
初
の
市

議
会
議
員
・
市
長
選
挙
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
以
後
の
選

挙
に
つ
い
て
は
、
各
総
合
支
所
の
職
員
数

等
を
考
慮
し
調
整
を
行
う
。

三
　
開
票
開
始
時
刻
に
つ
い
て
、
最
初
の
市

議
会
議
員
･
市
長
選
挙
に
つ
い
て
は
、
投

票
終
了
時
刻
が
午
後
七
時
と
な
る
こ
と
か

ら
、
各
開
票
区
開
始
時
刻
を
午
後
八
時

二
十
分
と
す
る
。
以
後
の
選
挙
の
開
票
開

始
時
刻
に
つ
い
て
は
、
各
選
挙
の
投
票
終

了
時
刻
を
勘
案
し
調
整
を
行
う
。

総合健診以外の健診（検診） 

総合健診 

基本健診　肝炎ウイルス検診　胃がん検診　大腸がん検診　腹部超音波検診 
前立腺がん検診（50歳・60歳・70歳男性のみ）　歯周病検診　 健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

受診見込者数 

対象者 

30歳　40歳　50歳　60歳　70歳の男女を対象に無料で実施 

2,139人 

身長体重測定　検尿　血圧　心電図　眼底（医師の指示）　診察 
血液検査（GOT　GPT　γ-GTP　コレステロール　中性脂肪 
HDLコレステロール　クレアチニン　空腹時血糖　グリコヘモグロビンA1C） 
肝炎ウイルス検診（B型　C型）　　希望者には前立腺がん検診も実施 

40歳以上の男女（総合健診では30歳も実施） 
ただし，71歳以上は医療機関にて個別で実施する。 

9,413人 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

健診内容 

対象者 

受診見込者数 

胃透視 

40歳以上男女（総合健診では30歳も実施） 

6,452人 

腹部超音波検査 

40歳以上男女（総合健診では30歳も実施） 

5,212人 

便潜血反応検査 

40歳以上男女（総合健診では30歳も実施） 

6,512人 

子宮頚部細胞診 

20歳以上の女性 

4,064人 

視触診＋マンモグラフィ　（40歳代　2方向，　50歳以上　1方向撮影） 

40歳以上の女性 

3,727人 

骨密度検査 

40歳　45歳　50歳　55歳　60歳　65歳　70歳の女性 

1,483人 

間接撮影・喀痰細胞診 

40歳～65歳未満 

4,920人 

間接撮影・喀痰細胞診 

65歳以上 

11,338人 

40歳～65 
歳未満 

65歳以上 

基本健康診査  

（総合健診でも実施） 

セ
ッ
ト
で
実
施 

セ
ッ
ト
で
実
施 

胃がん検診 

（総合健診でも実施） 

 

腹部超音波検診 

（総合健診でも実施） 

 

大腸がん検診 

（総合健診でも実施） 
 

 

子宮がん検診 

 

 

乳がん検診 

 

 

骨粗しょう症検診 

 

 

肺がん検診単独 

 

肺がん検診＋結核 

検診 

〈別表1〉　霧島市健診（検診）体系　（案）  
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※霧島市総合健診（30歳・40歳・50歳・60歳・70歳）について 
　霧島市内に住所を有する30歳・40歳・50歳・60歳・70歳を対象とし実施する。            
　健診内容は①基本健診　②胃がん検診　③大腸がん検診　④腹部超音波検診　⑤肝炎ウィルス検診　⑥前立腺がん検診 
 　⑦歯周病検診とする。            
　健診自己負担金は無料とする。ただし，総合健診実施日以外に受診した場合は年齢に応じた自己負担となる。           

〈別表2〉　平成17年度各市町自己負担金及び平成18年度霧島市自己負担金      

■健診の自己負担金　（単位：円）    
基本健診 

胃がん検診 

腹部超音波検診 

肝炎ウイルス検診 

40～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

40～69歳   
70歳以上   
生活保護世帯 
非課税世帯  

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

1,300 
0 
0 
0

1,300 
0

1,300 
0 
0 
0

1,300 
0 
0 
0

1,300 
0 
0 
0

1,300 
0

1,300 
0 
0 
0

申請により 
無料 

申請により 
無料 

1,300 
0

申請により 
無料 

40～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

40～69歳   
70歳以上   
生活保護世帯 
非課税世帯  

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

1,000 
0 
0 
0

1,000 
0

1,000 
0 
0 

1,000

1,000 
0 
0 

1,000

1,000 
0 
0 
0

1,000 
0

1,000 
0 
0 

1,000
申請により 
無料 

申請により 
無料 

1,000 
0

申請により 
無料 

大腸がん検診 

40～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

40～69歳   
70歳以上   
生活保護世帯 
非課税世帯  

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

600 
0 
0 
0

500 
0

600 
0 
0 

600

600 
0 
0 

600

600 
0 
0 
0

600 
0

600 
0 
0 

600
申請により 
無料 

申請により 
無料 

600 
0

申請により 
無料 

前立腺がん検診（男性） 

40～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

1,000 
0

500 
500 
0 

500
申請により 
無料 

子宮がん検診 

20～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

20～69歳   
70歳以上   
生活保護世帯 
非課税世帯  

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

700 
0 
0 
0

700 
0

700 
0 
0 

700

700 
0 
0 

700

700 
0 
0 
0

700 
0

700 
0 
0 

700

0
600 
600 
0 

600

申請により 
無料 

申請により 
無料 

700 
0

申請により 
無料 

骨粗しょう症検診（女性） 

70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

申請により 
無料 

申請により 
無料 

申請により 
無料 

800

乳がん検診 

40～49歳 
50～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

実施形態：視触診＋マンモグラフィ　40歳代は2方向撮影　50歳以上は1方向撮影 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

2,000 
2,000

3,550 
3,550 
3,150 
3,150 
3,150

申請により 
無料 

2,000 
1,500 
0

申請により 
無料 

乳がん検診 

40～49歳 
50～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 

400 
 
0 
0 
0

400 
 
0 
0 

400

400 
 
0 
0 
0

400 
 
0

300 
 
0 
0 

300 

1,000

申請により 
無料 

40～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

60歳のみ 
実施で無料 

1,500 
0

2,000 
2,000 
2,000 
2,000

2,000 
2,000 
2,000 
2,000

0 
0 
0 
0

1,000 
1,000 
0 

1,000
申請により 
無料 

実費（3,350） 実費（3,350） 

実費（3,150） 実費（3,150） 40～69歳と非課 
税世帯は2,400

実費（3,150） 

実費 
（県総　800） 

実費（1,490） 実費（1,490） 実費（1,490） 実費（1,490） 実費（1,490） 実費（1,490） 

実費 
（厚生連 1,500） 

実費 
（厚生連 1,500） 

実費 
（厚生連 1,500） 
（県総　800） 

実費 
（厚生連 1,500） 
（県総　800） 

実費　超音波法　800円 
（ただし、国の補助事業のため40・45・50・ 
55・60・65・70歳の節目受診者は300円） 

40・45・50・55・60・65歳 
70歳 

生活保護世帯 
非課税世帯 
要指導者検診 

40・45・50・55・60・65歳  
70歳   

生活保護世帯 
非課税世帯 
要指導者検診  

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

700 
0 
0 
0 

集団　700

700 
0 
 
 

委託　1,700

0 
800 
800 
800 

集団　800

800 
0 
0 

800 
集団　800

0 
0 
0 
0 

集団　0

700 
0 
 
 

委託　1,700

0 
0 
0 
0 

集団　0

申請により 
無料 

申請により 
無料 

700 
0 
 
 

委託　1,700

申請により 
無料 

視
触
診 

40～49歳 
50～69歳 
70歳以上 
生活保護世帯 
非課税世帯 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

マンモグラフィ 

※平成17年度から40歳代は2方向撮影となり料金が加算される。  
※平成17年度から｢視触診のみ｣及び｢超音波併用｣は，廃止となった。 

※国の徴収基準　　700円となっている（補助事業） 

（ただし40・45・ 
50・55・60・65歳 
の女性は400円） 

40～69歳 

肺がん検診 

70歳以上 
生活保護世帯 

非課税世帯 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 
各市町の現況（H17） 

霧島町 隼人町 福山町 霧島市（H18） 
調整結果 

レントゲン 
喀痰 

200 
500 
0

レントゲン 
喀痰 
 
 
レントゲン 
喀痰 

300 
500 
0 
0 

300 
500

0 
 
0 
0 

0

レントゲン 
喀痰 

300 
700 
0 
0 

0

レントゲン 
喀痰 

0 
800 
0 
0 

0

レントゲン 
喀痰 

0 
500 
0 
0 

0

レントゲン 
喀痰 

結核検診＋肺ガン検診で実施　無料 

300 
500

合併後 
（12月に実施） 

40～69歳 

65歳以上 
生活保護世帯 

非課税世帯 

40～64歳 
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姶良中央地区

平成17年11月7日

条例第●号

（目的）

第１条 この条例は、非常災害に際し、災害救助法（昭和22年法律第118号）及び霧島市災害弔慰金の支給等に関する条例（平

成17年霧島市条例第●号）の適用を受けない場合において、必要な法外援護を行うことを目的とする。

（救助費）

第２条　市長は、市内に住居を有する市民が、火災その他の天災地変等により、人命及び住家に損害を受けたときは、次に掲げる

救助費を支給する。ただし、損害を受けた住家が貸借関係にある場合の救助費は、それぞれ、その2分の1の額とする。

（１）死亡者のあった場合　１人につき100,000円

（２）住家が全焼、全壊等の場合 １世帯につき50,000円

（３）罹災による著しき負傷者１人につき30,000円又は住家の半焼半壊の場合、１世帯につき30,000円

（４）住家の一部類焼の場合 １世帯につき10,000円

２ 前項各号の金額は、火災の状況又は予算等の関係で減額することができる。ただし、火災の場合その原因が故意又は重

大な過失の場合は支給しない。

（委任）

第３条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則

（施行期日）

１ この条例は、平成１７年１１月７日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分市法外援護災害救助条例（昭和31年国分市条例第30号）、隼人町法外

援護災害救助条例（昭和44年隼人町条例第23号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の

相当規定によりなされたものとみなす。

家屋災害 

（地震、火災などの 
　　　災害により） 

農業災害による 
収入減 

（台風、大雨などの 
　　　災害により） 

本人又は納入義務者が継続した１ヶ月以上の 
病気及び負傷のとき 
※病気及び負傷とは、通常は、入院をいう。     
　（自宅療養で労働できない場合も含む）   

本人又は 
納入義務者が 
死亡したとき 

家財の損害があり、かつ、住居の  
損害がない場合 

住居が半壊又は半焼した場合 
※1

※１、※２ 
6ヶ月経過後、復旧のめどがついて 
いない場合は、本人の申請により 
再延長できる。（最大延長６ヶ月） 

住居が全壊又は全焼した場合 
※2

専業農家で災害による被害により 
収入が、例年の収入の半分以下 
になると見込まれる場合 

理　由 状　態 減免額 

1割免除 3ヶ月間 

半額免除 

全額免除 

6ヶ月間 

6ヶ月間 

全額免除 

全額免除 

全額免除 

全額免除 

申請の月からその年の年度末まで 

発病して１ヶ月経過した日の属する月から、 
治癒した日の属する月まで 

死亡したその月 

死亡した月からその年度末まで 

本人が死亡した場合 

納入義務者が死亡した場合 

減免期間 

～　児童福祉法に基づく負担金徴収規則第5条抜粋　～

（負担金の減免）

第５条　福祉事務所長は、本人又は納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を減額し、又は免除することが

できる。

（１）災害を受け、又は継続した１箇月以上の病気及び負傷のとき。

（２）死亡したとき。

（３）その他福祉事務所長が特別の事情があると認めたとき。

児童福祉法に基づく負担金徴収規則第5条に基づき、減免基準等については、以下のとおりとする。

〈別表3〉 霧島市法外援護災害救助条例（案）

〈別表4〉 保育料減免の基準
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協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央地区合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央三丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月開催されます（時間：午後1時30分から）。会場は、国分シビックセンター

複合施設棟2Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第40回協議会 9／21（水）予定

（原則として月1回の開催を予定していますが、状況により開催日程が追加又は変更される場合があります。

傍聴にお越しの際は、出来るだけ事前に事務局までご確認ください。）

消防局 総務課 庶務係 経理係 装備係 

警防課 警防係 救急救助係 消防団係 

情報司令課 指令第1係 指令第2係 指令第3係 

予防課 予防係 危険物係 広報係 

中央消防署 予防係 警防係 庶務係 

第１小隊 第2小隊 

溝辺分遣所 

隼人分遣所 

福山分遣所 

北消防署 

霧島市消防局組織図（案） 

各市町閉市町式（記念式典）の日程（案） 

各市町閉庁（舎）式の日程（案） 

予防係 警防係 庶務係 

第１小隊 

霧島分遣所 

第2小隊 

横川分遣所 

●具体的な式典内容は、各市町の判断により異なります。 ●具体的な式典内容は、各市町の判断により異なります。 

■1市6町で実施 
■11月4日（金）　各市町の勤務時間終了後 
■式典内容（案） 
　１　開　式 
　２　市町長あいさつ 
　３　議会議長あいさつ 
　４　花束贈呈 
　５　市町旗降納 
　６　閉　式 
　（その他、関係者のあいさつ等） 

平成１７年６月発行、「協議会だより第２３号」
で掲載した組織図の中で「調整中」とされて
いた消防局の組織について、報告がありまし
たのでお知らせします。 

組織図（案）は、条例、規則等が整理されるまで、修正・変更される場合があります。 

国分市 

溝辺町 

横川町 

牧園町 

霧島町 

隼人町 

福山町 

 

日曜日 

日曜日 

日曜日 

日曜日 

土曜日 

土曜日 

ビデオ放映 
作文発表 
郷土芸能　　等 
ビデオ放映 
作文発表　　等 

町制６５周年記念 
と同時開催 
講演会　　等 
表彰 
作文・絵画発表 
ビデオ放映　　等 
表彰 
ビデオ放映 
講演会　　等 
表彰 
作文発表 
記念碑建立　　等 

期　日 曜　日 式典内容等 

実施予定なし 
閉庁式を拡充する予定 

 10月 16日 

 10月 2日 

 8月 21日 

 9月 25日 

 10月 29日 

 10月 1日 


